
議案第４２号 

 

   京都地方税機構規約の一部変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、京都

地方税機構規約（平成２１年総行市第１５４号）の一部を別紙のとおり変更する。 

 

  令和元年６月７日提出 

 

  木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

   提案理由 

 京都地方税機構が処理する事務に、新たに償却資産に係る申告書の受付等の事務を

追加するとともに、平成２８年度及び平成３１年度税制改正に対応するため、その規

約の一部を変更することについて、京都府及び京都市を除く福知山市ほか２３市町村

との協議により定める必要があることから、地方自治法第２９１条の１１の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。 



京都地方税機構規約の一部を変更する規約（案） 

 

京都地方税機構規約（平成２１年総行市第１５４号）の一部を次のように変更する。 

 

第４条第１号中「地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成２０年法律第２５号）

第１０条」を「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成３１年法

律第４号）第８条」に、「地方法人特別税」を「特別法人事業税」に改める。 

同条第２号中「自動車取得税、自動車税及び軽自動車税」を「自動車税並びに軽自

動車税の環境性能割及び軽自動車税の種別割」に、「第４４２条第２号」を「第４４２

条第５号」に、「同条第４号」を「同条第７号」に、「軽自動車税に係るものを除く。」

を「自動車税の環境性能割、証紙徴収の方法によって徴収する自動車税の種別割又は

軽自動車税の環境性能割に係るものに限る。」に、「及びデータ」を「、データ」に、

「軽自動車税」を「軽自動車税の種別割」に、「並びに」を「及び」に改める。 

同条中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の

次に次の１号を加える。 

（３） 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき固定資産税のうち市町村が価

格等を決定する償却資産に対して課する固定資産税に係る申告書等（市町村に

直接提出されるものを除く。）の受付、当該償却資産に係る価格等の算定及び

調査並びにこれらに関連する事務 

第５条第１号中「第３号」を「第４号」に、「第６号」を「第７号」に改める。 

別表の第４項中「及び第２号」を「から第３号まで」に改め、同項を第５項とする。 

同表の第３項の次に次のように加える。 

４ 第４条第３号に

掲げる事務に要す

る経費 

 

市町村の

負担金 

 

基本負担

額 

経費の額の１００分の５に相当する

額を構成団体の市町村の数で除して

得た額 

人口割額 経費の額の１００分の４７．５に相

当する額に当該市町村の人口を京都 



   市を除く京都府内の市町村の人口で

除して得た数を乗じて得た額 

納税義務

者数割額 

経費の額の１００分の４７．５の６

分の５に相当する額に当該市町村の

納税義務者数（免税点未満の者を除

く。）を京都市を除く京都府内の市町

村の納税義務者数（免税点未満の者

を除く。）で除して得た数を乗じて得

た額 

調定金額

相当額割

額 

経費の額の１００分の４７．５の６

分の１に相当する額に当該市町村の

償却資産に係る固定資産税の調定金

額に相当する額を京都市を除く京都

府内の市町村の償却資産に係る固定

資産税の調定金額に相当する額で除

して得た数を乗じて得た額 

別表の備考の３の次に次のように加える。 

４ 第４項に規定する納税義務者数及び償却資産に係る固定資産税の調定金額に相当

する額の算定方法その他必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。ただし、第４条第１号及び第２

号の改正規定は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和元年１０月１日前に開始した事業年度（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第７２条の１３に規定する事業年度をいう。）に係る法人の事業税の賦課徴収

と併せて賦課徴収することとされている地方法人特別税に係る申告書等（構成団体



に直接提出されるものを除く。）の受付、税額の算定、調査及びこれらに関連する

事務については、なお従前の例による。 

３ 令和元年１０月１日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び令和元年

度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税に係る申告書等の受

付、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務については、なお従前の例による。 

４ 令和元年１０月１日前に納税義務が発生した者に課する軽自動車税に係る申告書

等の受付、調査及びデータの作成並びにこれらに関連する事務については、なお従

前の例による。 

５ この規約の施行の日から令和２年１２月３１日までの間は、この規約による変更

後の京都地方税機構規約第４条第３号の規定にかかわらず、同号に掲げる広域連合

の処理する事務は、同号に掲げる事務の準備行為とする。 



 

参考資料（議案第４２号） 

 

京都地方税機構規約の一部を変更する規約（案）新旧対照表 

（新） 

第１条～第３条 （略） 

 （広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 

（１） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づ

き構成団体が賦課徴収すべき法人の府民税、市町村

民税及び事業税並びに特別法人事業税及び特別法人

事業譲与税に関する法律（平成３１年法律第４号）

第８条の規定により法人の事業税の賦課徴収と併せ

て賦課徴収することとされている特別法人事業税に

係る申告書等（構成団体に直接提出されるものを除

く。）の受付、税額の算定、調査及びこれらに関連

する事務 

（２） 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき自

動車税並びに軽自動車税の環境性能割及び軽自動車

税の種別割（同法第４４２条第５号に規定する軽自

動車又は同条第７号に規定する二輪の小型自動車に

係るものに限る。以下同じ。）に係る申告書等の受

付、税額の算定（自動車税の環境性能割、証紙徴収

の方法によって徴収する自動車税の種別割又は軽自

（旧） 

第１条～第３条 （略） 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 

（１） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づ

き構成団体が賦課徴収すべき法人の府民税、市町村

民税及び事業税並びに地方法人特別税等に関する暫

定措置法（平成２０年法律第２５号）第１０条の規

定により法人の事業税の賦課徴収と併せて賦課徴収

することとされている地方法人特別税に係る申告書

等（構成団体に直接提出されるものを除く。）の受

付、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務 

 

（２） 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき自

動車取得税、自動車税及び軽自動車税（同法第４４

２条第２号に規定する軽自動車又は同条第４号に規

定する二輪の小型自動車に係るものに限る。以下同

じ。）に係る申告書等の受付、税額の算定（軽自動

車税に係るものを除く。）、調査及びデータの作成

（軽自動車税に係るものに限る。）並びにこれらに



動車税の環境性能割に係るものに限る。）、調査、

データの作成（軽自動車税の種別割に係るものに限

る。）及びこれらに関連する事務 

（３） 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき固

定資産税のうち市町村が価格等を決定する償却資産

に対して課する固定資産税に係る申告書等（市町村

に直接提出されるものを除く。）の受付、当該償却

資産に係る価格等の算定及び調査並びにこれらに関

連する事務 

（４）～（７） （略） 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８４条第３項の広域計画をい

う。以下同じ。）には、次に掲げる事項について記載す

るものとする。 

 （１） 前条第１号から第４号まで及び第７号に掲げる

事務に関連して広域連合及び構成団体が行う事務に

関すること。 

 （２） （略） 

第６条～第１８条 （略） 

別表（第１７条関係） 

１～３（略） 

４ 第４条第 市町村 基本負 経費の額の１００分の

関連する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（６） （略） 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８４条第３項の広域計画をい

う。以下同じ。）には、次に掲げる事項について記載す

るものとする。 

 （１） 前条第１号から第３号まで及び第６号に掲げる

事務に関連して広域連合及び構成団体が行う事務に

関すること。 

 （２） （略） 

第６条～第１８条 （略） 

別表（第１７条関係） 

１～３（略） 

  



３号に掲げ

る事務に要

する経費 

 

の負担

金 

 

担額 ５に相当する額を構成

団体の市町村の数で除

して得た額 

人口割

額 

経費の額の１００分の

４７．５に相当する額

に当該市町村の人口を

京都市を除く京都府内

の市町村の人口で除し

て得た数を乗じて得た

額 

納税義

務者数

割額 

経費の額の１００分の

４７．５の６分の５に

相当する額に当該市町

村の納税義務者数（免

税点未満の者を除

く。）を京都市を除く

京都府内の市町村の納

税義務者数（免税点未

満の者を除く。）で除

して得た数を乗じて得

た額 

調定金

額相当

経費の額の１００分の

４７．５の６分の１に

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



額割額 相当する額に当該市町

村の償却資産に係る固

定資産税の調定金額に

相当する額を京都市を

除く京都府内の市町村

の償却資産に係る固定

資産税の調定金額に相

当する額で除して得た

数を乗じて得た額 

５ 上記以外

の経費 

京都府の負担

金 

経費の額に京都府から

の派遣職員数（第４条

第１号から第３号まで

に掲げる事務に従事す

る京都府からの派遣職

員数を除く。）を構成

団体からの派遣職員数

（同条第１号から第３

号までに掲げる事務に

従事する構成団体から

の派遣職員数を除く。

以下この項において同

じ。）で除して得た数

を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 上記以外

の経費 

京都府の負担

金 

経費の額に京都府から

の派遣職員数（第４条

第１号及び第２号に掲

げる事務に従事する京

都府からの派遣職員数

を除く。）を構成団体

からの派遣職員数（同

条第１号及び第２号に

掲げる事務に従事する

構成団体からの派遣職

員数を除く。以下この

項において同じ。）で

除して得た数を乗じて

得た額 



市町村

の負担

金 

基本負

担額 

経費の額に市町村から

の派遣職員数（第４条

第１号から第３号まで

に掲げる事務に従事す

る市町村からの派遣職

員数を除く。）を構成

団体からの派遣職員数

で除して得た数を乗じ

て得た額（以下この項

において「市町村負担

金額」という。）の１

００分の５に相当する

額を構成団体の市町村

の数で除して得た額 

備考 １～３ （略） 

４ 第４項に規定する納税義務者数及び償却資産に

係る固定資産税の調定金額に相当する額の算定方

法その他必要な事項は、広域連合長が別に定め

る。 

市町村

の負担

金 

基本負

担額 

経費の額に市町村から

の派遣職員数（第４条

第１号及び第２号に掲

げる事務に従事する市

町村からの派遣職員数

を除く。）を構成団体

からの派遣職員数で除

して得た数を乗じて得

た額（以下この項にお

いて「市町村負担金

額」という。）の１０

０分の５に相当する額

を構成団体の市町村の

数で除して得た額 

備考 １～３ （略） 
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